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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チタン／タングステン複合酸化物からなり、粒径が０．１～１．２ｍｍの範囲にあり、
細孔容積が０．１～０．３ｍＬ／ｇの範囲にあり、タップ密度が１．０５～１．４ｇ／ｍ
Ｌの範囲にあり、磨耗率が２重量％以下である球状の顆粒からなることを特徴とする有機
物を熱分解するための触媒。
【請求項２】
　チタン／タングステン複合酸化物の顆粒からなり、有機物を熱分解するための触媒であ
って、上記チタン／タングステン複合酸化物の顆粒がそのチタン／タングステン複合酸化
物の粉砕物をチタニアゾル、シリカゾル、アルミナゾル及びジルコニアゾルから選ばれる
少なくとも１種のゾルの存在下に攪拌造粒して球状の顆粒とした後、４００～８５０℃の
範囲の温度で焼成し、篩分けすることによって得られる粒径が０．１～１．２ｍｍの範囲
にあり、細孔容積が０．１～０．３ｍＬ／ｇの範囲にあり、タップ密度が１．０５～ １
．４ｇ／ｍＬの範囲にあり、磨耗率が２重量％以下である球状の顆粒であることを特徴と
する有機物を熱分解するための触媒。
【請求項３】
　チタン／タングステン複合酸化物の顆粒からなる触媒であって、その触媒と共に有機物
を攪拌しながら加熱して、その有機物を熱分解し、ガス化するための触媒であって、上記
チタン／タングステン複合酸化物の顆粒がそのチタン／タングステン複合酸化物の粉砕物
をチタニアゾル、シリカゾル、アルミナゾル及びジルコニアゾルから選ばれる少なくとも
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１種のゾルの存在下に攪拌造粒して球状の顆粒とした後、４００～８５０℃の範囲の温度
で焼成し、篩分けすることによって得られる粒径が０．１～１．２ｍｍの範囲にあり、細
孔容積が０．１～０．３ｍＬ／ｇの範囲にあり、タップ密度が１．０５～１．４ｇ／ｍＬ
の範囲にあり、磨耗率が２重量％以下である球状の顆粒であることを特徴とする有機物を
熱分解するための触媒。
【請求項４】
　チタン／タングステン複合酸化物の粉砕物をチタニアゾル、シリカゾル、アルミナゾル
及びジルコニアゾルから選ばれる少なくとも１種のゾルの存在下に攪拌造粒して球状の顆
粒とした後、この顆粒を上記チタン／タングステン複合酸化物の粉砕物を含む上記少なく
とも１種のゾルの存在下に転動造粒と流動層造粒から選ばれる少なくとも１種の方法にて
更に造粒した後、４００～８５０℃の範囲の温度で焼成し、篩分けすることによって得ら
れる請求項２又は３に記載の有機物を熱分解するための触媒。
【請求項５】
　有機物が廃プラスチックである請求項１から４のいずれかに記載の有機物を熱分解する
ための触媒。
【請求項６】
　有機物が医療廃棄物に含まれる有機物である請求項１から４のいずれかに記載の有機物
を熱分解するための触媒。
【請求項７】
　チタン／タングステン複合酸化物からなり、粒径が０．１～１．２ｍｍの範囲にあり、
細孔容積が０．１～０．３ｍＬ／ｇの範囲にあり、タップ密度が１．０５～１．４ｇ／ｍ
Ｌの範囲にあり、磨耗率が２重量％以下である球状の顆粒からなる触媒と共に有機物を攪
拌しながら加熱して、熱分解し、ガス化することを特徴とする有機物を熱分解するための
方法。
【請求項８】
　チタン／タングステン複合酸化物の顆粒からなり、上記チタン／タングステン複合酸化
物の顆粒がそのチタン／タングステン複合酸化物の粉砕物をチタニアゾル、シリカゾル、
アルミナゾル及びジルコニアゾルから選ばれる少なくとも１種のゾルの存在下に攪拌造粒
して球状の顆粒とした後、４００～８５０℃の範囲の温度で焼成し、篩分けすることによ
って得られる粒径が０．１～１．２ｍｍの範囲にあり、細孔容積が０．１～０．３ｍＬ／
ｇの範囲にあり、タップ密度が１．０５～１．４ｇ／ｍＬの範囲にあり、磨耗率が２重量
％以下である球状の顆粒である触媒と共に有機物を攪拌しながら加熱して、熱分解し、ガ
ス化することを特徴とする有機物を熱分解するための方法。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の有機物を熱分解するための方法において、触媒がチタン／タン
グステン複合酸化物の粉砕物をチタニアゾル、シリカゾル、アルミナゾル及びジルコニア
ゾルから選ばれる少なくとも１種のゾルの存在下に攪拌造粒して球状の顆粒とした後、こ
の顆粒を上記チタン／タングステン複合酸化物の粉砕物を含む上記少なくとも１種のゾル
の存在下に転動造粒と流動層造粒から選ばれる少なくとも１種の方法にて更に造粒した後
、４００～８５０℃の範囲の温度で焼成し、篩分けすることによって得られるものである
有機物を熱分解するための方法。
【請求項１０】
　有機物が廃プラスチックである請求項７から９のいずれかに記載の有機物を熱分解する
ための方法。
【請求項１１】
　有機物が医療廃棄物に含まれる有機物である請求項７から９のいずれかに記載の有機物
を熱分解するための方法。
【請求項１２】
　担体ガスの流通下に有機物を触媒と共に加熱する請求項７から１１のいずれかに記載の
有機物を熱分解するための方法。
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【請求項１３】
　チタン／タングステン複合酸化物の粉砕物をチタニアゾル、シリカゾル、アルミナゾル
及びジルコニアゾルから選ばれる少なくとも１種のゾルの存在下に攪拌造粒して球状の顆
粒とした後、４００～８５０℃の範囲の温度で焼成し、この後、篩分けによって粒径を０
．１～１．２ｍｍの範囲とすることを特徴とする細孔容積が０．１～０．３ｍＬ／ｇの範
囲にあり、タップ密度が１．０５～１．４ｇ／ｍＬの範囲にあり、磨耗率が２重量％以下
である球状の顆粒からなり、有機物を熱分解するための触媒を製造する方法。
【請求項１４】
　チタン／タングステン複合酸化物の粉砕物をチタニアゾル、シリカゾル、アルミナゾル
及びジルコニアゾルから選ばれる少なくとも１種のゾルの存在下に攪拌造粒して球状の顆
粒とし、次いで、この顆粒を上記チタン／タングステン複合酸化物の粉砕物を含む上記少
なくとも１種のゾルの存在下に転動造粒と流動層造粒から選ばれる少なくとも１種の方法
にて更に造粒した後、４００～８５０℃の範囲の温度で焼成し、篩分けする請求項１３に
記載の有機物を熱分解するための触媒を製造する方法。
 
 
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機物を効率よく熱分解するための触媒と方法と、更には、そのような触媒
を製造する方法に関し、詳しくは、有機物を熱分解するための触媒であって、代表的には
、酸化チタンのようなある種の無機酸化物からなり、所定の粒子特性を有する球状の顆粒
からなる触媒と、そのような触媒を用いて有機物を熱分解する方法と、更には、そのよう
な触媒を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、廃プラスチックのような有機物を熱分解するための種々の触媒や方法が提案され
ている。例えば、微粉末状の酸化チタンを粒径２ｍｍ以上にまで焼結させた後、適当な粒
度分布を有するように加工して、酸化チタン粒状物とし、これを廃プラスチックの熱分解
触媒として用いることが提案されている。即ち、容器中に担体ガスを流通させながら、そ
の容器中で上記酸化チタン粒状物と廃プラスチック片とを攪拌下に加熱し、廃プラスチッ
クを熱分解し、ガス化し、容器外に排出するというものである（特許文献１参照）。
【０００３】
　しかし、上述したようにして得られる酸化チタン粒状物は、十分な硬さをもたないため
に、磨耗しやすく、容易に微粉化し、従って、上述したような廃プラスチックの熱分解に
おいては、微粉化した酸化チタンが熱分解による生成ガスと同伴して容器外に失われるの
で、時間の経過と共に熱分解効率が低下し、更には、酸化チタン粒状物の微粉化に伴って
、その粒度分布が変化し、この点からも、廃プラスチックの熱分解効率が低下するという
問題がある。
【０００４】
　反応容器から熱分解ガスを排出させるための管路にフィルターを取付ければ、微粉化し
た酸化チタンを回収することはできるが（特許文献２参照）、フィルターが容易に目詰ま
りを起こして、廃プラスチックの熱分解効率が時間と共に低下する。他方、酸化チタンの
微粉化を避けるために、徒に粒径の大きいもののみを用いても、廃プラスチックの熱分解
効率に劣る。
【０００５】
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　そこで、これらの問題を解決するために、酸化チタンゾルを乾燥、焼成し、これを破砕
した後、エッジ加工を施して、磨耗性と分解性能を両立させる方法が提案されている（特
許文献３参照）。この方法によれば、上述した問題は解消されるが、エッジ加工によって
生じる微粉の処理に問題がある。即ち、微粉の再利用が困難であるという問題がある。
【特許文献１】特開２００５－３０６６９７号公報
【特許文献２】特開２００２－３６３３３７号公報
【特許文献３】特開２００５－３０７００７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、廃プラスチックを含む種々の有機物を触媒の存在下に加熱して分解するため
の触媒や方法における上述した問題を解決するためになされたものであって、有機物の熱
分解の効率が著しく高く、しかも、熱分解触媒の微粉化による損失を最小限に抑えた有機
物の熱分解触媒と、そのような触媒を用いて有機物を熱分解する方法と、そのような熱分
解触媒を製造する方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によれば、酸化チタン、チタン／ニオブ複合酸化物、チタン／ケイ素複合酸化物
、ケイ素とタングステンから選ばれる少なくとも１種とチタンとの複合酸化物、ケイ素と
モリブデンから選ばれる少なくとも１種とチタンとの複合酸化物、チタン／アルミニウム
複合酸化物、酸化ジルコニウム、チタン／ジルコニウム複合酸化物及びチタン含有ぺロブ
スカイト化合物から選ばれる少なくとも１種の無機酸化物からなり、粒径が０．１～１．
２ｍｍの範囲にあり、細孔容積が０．１～０．３ｍＬ／ｇの範囲にあり、タップ密度が１
．０５～１．４ｇ／ｍＬの範囲にあり、磨耗率が２重量％以下である球状の顆粒からなる
ことを特徴とする有機物を熱分解するための触媒が提供される。
【０００８】
　以下、本発明においては、特に断りのない限り、上述した酸化チタン、チタン／ニオブ
複合酸化物、チタン／ケイ素複合酸化物、ケイ素とタングステンから選ばれる少なくとも
１種とチタンとの複合酸化物、ケイ素とモリブデンから選ばれる少なくとも１種とチタン
との複合酸化物、チタン／アルミニウム複合酸化物、酸化ジルコニウム、チタン／ジルコ
ニウム複合酸化物及びチタン含有ぺロブスカイト化合物から選ばれる少なくとも１種の無
機酸化物を単に「（上記又は前記）無機酸化物」という。
【０００９】
　好ましくは、本発明による有機物を熱分解するための触媒は、上記無機酸化物の顆粒か
らなり、有機物を熱分解するための触媒であって、上記無機酸化物の顆粒がその無機酸化
物の粉砕物をチタニアゾル、シリカゾル、アルミナゾル及びジルコニアゾルから選ばれる
少なくとも１種のゾルの存在下に攪拌造粒して球状の顆粒とした後、４００～８５０℃の
範囲の温度で焼成し、篩分けすることによって得られる粒径が０．１～１．２ｍｍの範囲
にあり、細孔容積が０．１～０．３ｍＬ／ｇの範囲にあり、タップ密度が１．０５～１．
４ｇ／ｍＬの範囲にあり、磨耗率が２重量％以下である球状の顆粒である。
【００１０】
　特に好ましくは、本発明による有機物を熱分解するための触媒は、上記無機酸化物の顆
粒からなり、有機物と共に攪拌しながら加熱して、その有機物を熱分解し、ガス化するた
めの触媒であって、上記無機酸化物の顆粒がその無機酸化物の粉砕物をチタニアゾル、シ
リカゾル、アルミナゾル及びジルコニアゾルから選ばれる少なくとも１種のゾルの存在下
に攪拌造粒して球状の顆粒とした後、４００～８５０℃の範囲の温度で焼成し、篩分けす
ることによって得られる粒径が０．１～１．２ｍｍの範囲にあり、細孔容積が０．１～０
．３ｍＬ／ｇの範囲にあり、タップ密度が１．０５～１．４ｇ／ｍＬの範囲にあり、磨耗
率が２重量％以下である球状の顆粒である。
【００１１】
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　また、本発明によれば、上述した触媒と共に有機物を攪拌しながら加熱して、熱分解し
、ガス化することを特徴とする有機物を熱分解するための方法が提供される。
【００１２】
　好ましくは、本発明による有機物を熱分解するための方法は、上記無機酸化物の顆粒か
らなり、この無機酸化物の顆粒がその無機酸化物の粉砕物をチタニアゾル、シリカゾル、
アルミナゾル及びジルコニアゾルから選ばれる少なくとも１種のゾルの存在下に攪拌造粒
して球状の顆粒とした後、４００～８５０℃の範囲の温度で焼成し、篩分けすることによ
って得られる粒径が０．１～１．２ｍｍの範囲にあり、細孔容積が０．１～０．３ｍＬ／
ｇの範囲にあり、タップ密度が１．０５～１．４ｇ／ｍＬの範囲にあり、磨耗率が２重量
％以下である球状の顆粒である触媒と共に有機物を攪拌しながら加熱して、熱分解し、ガ
ス化するものである。
【００１３】
　更に，本発明によれば、上記無機酸化物の粉砕物をチタニアゾル、シリカゾル、アルミ
ナゾル及びジルコニアゾルから選ばれる少なくとも１種のゾルの存在下に攪拌造粒して球
状の顆粒とした後、４００～８５０℃の範囲の温度で焼成し、この後、篩分けによって粒
径を０．１～１．２ｍｍの範囲とすることを特徴とする細孔容積が０．１～０．３ｍＬ／
ｇの範囲にあり、タップ密度が１．０５～１．４ｇ／ｍＬの範囲にあり、磨耗率が２重量
％以下である球状の顆粒からなり、有機物を熱分解するための触媒を製造する方法が提供
される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明による有機物を熱分解するための触媒は、上述した無機酸化物からなり、粒径、
細孔容積及びタップ密度が上述した範囲にあり、磨耗率が２重量％以下である球状の顆粒
からなるので、有機物と共に攪拌しながら加熱して、その有機物を熱分解する際に、流動
性がよく、微粉化が生じ難く、磨耗が最小限に抑えられ、かくして、長期間にわたって安
定して有機物を効率よく熱分解することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明による有機物を熱分解するための触媒は、酸化チタン、チタン／ニオブ複合酸化
物、チタン／ケイ素複合酸化物、ケイ素とタングステンから選ばれる少なくとも１種とチ
タンとの複合酸化物、ケイ素とモリブデンから選ばれる少なくとも１種とチタンとの複合
酸化物、チタン／アルミニウム複合酸化物、酸化ジルコニウム、チタン／ジルコニウム複
合酸化物及びチタン含有ぺロブスカイト化合物から選ばれる少なくとも１種の無機酸化物
からなる。
【００１６】
　本発明において、これら無機酸化物はすべて、既によく知られているように、光触媒活
性を有する。酸化チタンに代表される光触媒活性を有する無機酸化物は、そのバンドギャ
ップ以上の光エネルギーを受取ることによって励起されて電子を放出し、その結果として
、光触媒活性、代表的には、強い酸化作用を有する。このような光触媒活性を有する無機
酸化物は、熱エネルギーによっても、同様に、励起されて、その温度の上昇と共に、電子
を放出して、強い酸化作用を発現する。従って、本発明において、上記無機酸化物は、酸
化チタンと同様に熱分解触媒として有効に機能する。
【００１７】
　本発明による有機物を熱分解するための触媒は、上記酸化チタンに代表される上記無機
酸化物からなり、粒径が０．１～１．２ｍｍの範囲にあり、細孔容積が０．１～０．３ｍ
Ｌ／ｇの範囲にあり、タップ密度が１．０５～１．４ｇ／ｍＬの範囲にあり、磨耗率が２
重量％以下である球状の顆粒からなるものである。
【００１８】
　本発明において、顆粒の粒径が０．１～１．２ｍｍの範囲にあるということは、顆粒の
１００重量％が粒径０．１～１．２ｍｍの範囲にあるということであり、顆粒の粒径は、
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後述する方法によって測定するものとする。
【００１９】
　熱分解触媒としての顆粒が粒径０．１ｍｍよりも小さい顆粒を含むときは、有機物の熱
分解において、初期の分解性能は良好であるが、他方において、熱分解ガスに同伴して熱
分解装置から流出し、失われるために、経時的に熱分解性能が低下する。しかし、熱分解
触媒としての顆粒が粒径１．２ｍｍよりも大きい顆粒を含むときは、熱分解装置内におい
て、熱分解触媒としての顆粒を有機物と共に攪拌しながら加熱して有機物、例えば、廃プ
ラスチック片を熱分解する間に、顆粒が分級されて、経時的に熱分解性能が低下する虞が
ある。即ち、顆粒が粒径の大きいものと粒径の小さいものとが相互に分離し、有機物と効
率よく接触し難くなって、結果として、熱分解性能が低下する虞がある。
【００２０】
　本発明によれば、顆粒を球状とし、その粒径を０．１～１．２ｍｍの範囲とすることに
よって、分級が生じず、流動性や有機物との接触性にすぐれ、かくして、有機物の熱分解
性能にすぐれる触媒を得ることができる。
【００２１】
　更に、本発明によれば、球状の顆粒からなる触媒のタップ密度と細孔容積をそれぞれ上
記範囲とすることによって、有機物、例えば、廃プラスチック片と共に攪拌しながら加熱
して、有機物を熱分解する間、一層、流動性と有機物との接触性にすぐれるのみならず、
微粉化し難く、磨耗がよく抑えられて、有機物の熱分解性能にすぐれる触媒を得ることが
できる。
【００２２】
　本発明によれば、タップ密度と磨耗率は後述する方法によって測定するものとし、細孔
容積は、最大圧力１９６．１４ＭＰａによる水銀圧入法によって測定するものとする。
【００２３】
　本発明による有機物を熱分解するための触媒は、前記無機酸化物の粉砕物をチタニアゾ
ル、シリカゾル、アルミナゾル及びジルコニアゾルから選ばれる少なくとも１種のゾルの
存在下に攪拌造粒して球状の顆粒とした後、４００～８５０℃の範囲の温度で焼成し、こ
の後、得られた顆粒を篩分けによって粒径を０．１～１．２ｍｍに調整することによって
得ることができる。
【００２４】
　前記無機酸化物のうち、チタン含有ぺロブスカイト化合物としては、例えば、チタン酸
ストロンチウム、チタン酸ジルコン酸バリウム、チタン酸カルシウムのほか、これらにお
けるバリウム、ジルコニウム、ストロンチウム及び／又はカルシウムの一部をランタン、
セリウム、イットリウム等で置換したもの等を挙げることができるが、これらに限定され
るものではない。
【００２５】
　本発明によれば、前記無機酸化物のなかでも、特に、酸化チタン、チタン／タングステ
ン複合酸化物、チタン／ケイ素複合酸化物、チタン／モリブデン複合酸化物、チタン／ニ
オブ複合酸化物等が好ましく用いられる。
【００２６】
　攪拌造粒は、よく知られているように、粉体（本発明においては、前記無機酸化物の粉
体）と液体バインダー（本発明においては、前述したゾル）を攪拌して、ゾルによる粉体
の凝集と共に、高速の攪拌羽根によるせん断効果によって、上記粉体の圧密化された凝集
体を得る造粒をいい、用いるゾルの量、攪拌羽根の回転数、造粒時間等によって、得られ
る凝集粒の圧密度や粒度を任意に調整することができる。また、攪拌造粒装置の造粒容器
内の底盤を適宜に選択することによって、得られる凝集体の形状を、より一層、球状化す
ることもできる。
【００２７】
　本発明において、このように、前記無機酸化物を攪拌造粒するための造粒機は、特に限
定されるものではないが、例えば、（株）奈良機械製作所製混合造粒機ＮＭＧシリーズ、
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深江パウテック（株）製ハイスピードミキサーやハイフレックスグラル、日本アイリッヒ
（株）製アイリッヒインテンシブミキサー（アイリッヒ逆流式高速混合機）、（有）Ｇ－
ＬＡＢＯ製高速攪拌造粒機ＨＳＧシリーズ、（株）ダルトン製混練・高速攪拌造粒機ＳＰ
Ｇシリーズや高速混合・細粒機スパルタン・リューザー、（株）パウレック製バーチカル
・グラニュレータＶＧ－ＣＴシリーズ等が好ましく用いられる。
【００２８】
　本発明によれば、前記無機酸化物を前記ゾルの存在下に攪拌造粒し、かくして得られた
顆粒の球状性を一層高めると共に、粒度分布を一層精密なものとするために、攪拌造粒し
て得られた顆粒を前記ゾルの存在下に転動造粒と流動層造粒から選ばれる少なくとも１種
の方法にて更に造粒してもよい。
【００２９】
　この造粒に際して、得られる顆粒をより硬くして、その磨耗性を一層向上させるために
、前記ゾルと共に、前記無機酸化物の粉砕物や前記ゾルを乾燥、焼成した後、粉砕して得
られる粉砕物との混合物を用いてもよい。
【００３０】
　転動造粒は、既によく知られているように、粉体と液体バインダーの混合物に転動運動
を与えて、凝集粒を得る造粒法をいい、流動層造粒も既によく知られているように、粉体
の流動層に液体バインダーを供給して、粒子間のバインダーによる架橋を形成させて凝集
粒を得る造粒法をいう。
【００３１】
　このようにして、前記無機酸化物を攪拌造粒し、更に、転動造粒と流動層造粒から選ば
れる少なくとも１種の方法にて更に造粒した後、前述したように、４００～８５０℃の範
囲の温度で焼成し、この後、篩分けによって、粒径が０．１～１．２ｍｍの範囲にある粒
子を集めることによって、必要な粒度を有する顆粒を本発明による触媒として得ることが
できる。
【００３２】
　このような造粒のための転動造粒機や流動層造粒機（複合型造粒機）もまた、本発明に
おいては、特に限定されるものではないが、例えば、（株）ダルトン製の流動層造粒装置
「ニュー／マルメライザー」や球形整粒機「マルメライザー」、（株）パウレック製の流
動層造粒装置や転動流動コーティング装置「マルチプレックス」シリーズ等を挙げること
ができる。
【００３３】
　本発明に従って、有機物を熱分解するための装置構成の一例を図１に示す。反応容器１
は、有機物、例えば、廃プラスチック片をこの反応容器に投入するための投入口２と、担
体ガス３を反応容器に導入し、生成する熱分解ガスを反応容器から搬出するための担体ガ
ス管４を備えており、更に、反応容器中の熱分解触媒５と廃プラスチック片６を攪拌する
ための攪拌機７を備えている。また、反応容器中の熱分解触媒と廃プラスチック片を加熱
するための加熱装置８を備えている。図示した装置においては、この加熱装置は反応容器
外に配設されているが、反応容器内に配設されていてもよい。上記担体ガスとしては、通
常、空気が用いられるが、必要に応じて、不活性ガスを用いてもよい。しかし、本発明に
従って、廃プラスチックを熱分解するに際して、用いる装置は上記例示に限定されるもの
ではなく、例えば、ロータリーキルンや流動床装置を用いることもできる。
【００３４】
　前述したように、本発明による触媒はいずれも、光触媒活性を有するので、触媒を有機
物と共に攪拌しながら加熱して、有機物を熱分解するときに、必要に応じて、紫外線の照
射下で触媒を有機物と共に攪拌しながら加熱してもよい。
【００３５】
　本発明による有機物の熱分解触媒は、上述したように、前記無機酸化物からなる球状の
顆粒からなり、粒径、細孔容積及びタップ密度にて規定される所定の粒子特性と所定の磨
耗率を有し、かくして、有機物と加熱下に攪拌混合しても、長期間にわたって上記粒子特
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性を保つことができ、従って、本発明による熱分解触媒を用いることによって、長時間に
わたって有機物を高い効率にて熱分解することができる。
【００３６】
　本発明による触媒を用いて熱分解することができる有機物は、特に限定されるものでは
なく、ポリエチレン、ポリプロピレン等の汎用の熱可塑性樹脂のほか、熱硬化性樹脂や医
療廃棄物に含まれる有機物、例えば、ラテックスや、また、ポリエチレン、ポリプロピレ
ン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエーテルエーテルケトン等の種々のプラスチック
、ガーゼ、脱脂綿等を挙げることができる。
【００３７】
　また、本発明において、熱分解すべき有機物が固体であるときは、これを破砕して、数
ｍｍ角程度の大きさにしたものが好ましいが、特に、限定されるものではない。
【００３８】
　本発明において、熱分解触媒と有機物の加熱温度は、有機物の種類にもよるが、少なく
とも、２００℃であり、好ましくは、３００℃以上であり、特に好ましくは、４００～６
００℃の範囲である。
【実施例】
【００３９】
　以下に実施例を挙げて本発明を説明するが、本発明はこれら実施例により何ら限定され
るものではない。
【００４０】
実施例１
　硫酸法による酸化チタン製造工程のうち、加水分解工程から得られたチタン水酸化物の
スラリーを濾過、水洗し、これをリパルプして、スラリーＡを得た。このスラリーＡにゾ
ル化剤として硝酸を加え、チタン酸化物のゾルＢを得た。更に、このゾルＢの一部を１０
０℃に加熱、乾燥し、乾燥ゲルとし、これを電気炉中、５００℃で３時間焼成して、酸化
チタン焼成物Ｃを得た。
【００４１】
　この酸化チタン焼成物Ｃを粉砕し、得られた粉砕物を（（株）ダルトン製高速攪拌造粒
機ＳＰＧ－２５型を用いて、攪拌羽根２５０ｒｐｍ、高速チョッパ３０００ｒｐｍの条件
下、水で５倍希釈した前記ゾルＢを噴霧しながら造粒して、酸化チタン粒子を得た。
【００４２】
　この酸化チタン粒子を１００℃で３時間乾燥し、次いで、６００℃で焼成し、目開き１
．１９ｍｍと０．１０４ｍｍの篩で篩分けして、粒径０．1～１．２ｍｍの顆粒を１００
重量％とした。
【００４３】
　本発明において、粒径０．1～１．２ｍｍの顆粒は、ステンレス製金網からなる標準篩
１５メッシュ（線径０．５ｍｍ、目開き１．１９ｍｍ）と１５０メッシュ（線径０．０６
５ｍｍ、目開き０．１０４ｍｍ）を用いて篩分けし、１５メッシュ下（通過分）、１５０
メッシュ上（残留分）をいうものとする。
【００４４】
　詳しくは、次のようにして、粒径０．1～１．２ｍｍの顆粒を得た。即ち、（株）吉田
製作所製ロータップ式標準篩振盪機に上蓋に上記１５メッシュ標準篩を取り付け、下受皿
に上記１５０メッシュ標準篩を取り付け、１５メッシュ標準篩上に酸化チタン顆粒１００
ｇを試料として供給し、振盪回転数３００ｒｐｍ、打数１５０回／分で３分間篩分けして
、１５メッシュ下（通過分）、１５０メッシュ上（残留分）を粒径０．1～１．２ｍｍの
顆粒として得た。
【００４５】
　このようにして得られた酸化チタン顆粒は、ＢＥＴ法による比表面積６０ｍ2／ｇであ
り、水銀圧入法による細孔容積０．１５ｍＬ／ｇであり、タップ密度１．１６ｇ／ｍＬで
あった。また、摩耗率は０．３％であった。
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【００４６】
　本発明において、顆粒のタップ密度は次のようにして測定した。即ち、顆粒約１８０ｇ
を２００ｍＬガラス製メスシリンダーに投入し、このメスシリンダーを厚み１０ｍｍのゴ
ム製シート上に高さ５０ｍｍの位置から繰り返し１０回自然落下させた後、５０ｍｍの距
離から木製の板の側面に１０回打ち当て、以上の操作を２回繰り返した後、メスシリンダ
ーの目盛を読み取り、顆粒の容積Ｖ（ｍＬ）とし、別に、顆粒を１１０℃で３時間乾燥し
た後、その重量Ｍ（ｇ）を測定、これらに基づいて、タップ密度を式Ｍ／Ｖから求めた。
【００４７】
　また、本発明において、顆粒の摩耗率は図２に示す摩耗率測定装置にて測定した。即ち
、この摩耗測定装置は、内径６３ｍｍ、深さ８６ｍｍの試料容器９に攪拌機１０を取付け
てなり、この攪拌機は、軸体１１の下端部にそれぞれ長さ２０ｍｍの楕円形状の攪拌羽根
１２を３枚、６０゜間隔で軸体から直径方向に延びるように取付けたものであって、攪拌
羽根はそれぞれ水平に対して４５゜の角度を有するように傾斜している。この攪拌羽根は
、その最下縁が試料容器の底から８ｍｍの距離に位置する。
【００４８】
　試料である顆粒の摩耗率の測定に際しては、その１５０ｍＬを２００ｍＬメスシリンダ
ーで計量し、重量を記録した後、試料容器に全量を投入し、３００ｒｐｍで３０分間上記
攪拌機を用いて攪拌した後、試料容器から試料を取り出し、全量を目開き０．１０４ｍｍ
の篩に移し、この篩を通過した試料の重量を測定した。ここに、試料の摩耗率Ａは、目開
き０．１０４ｍｍの篩を通過した試料の重量をＷとし、測定に供した試料の重量をＷ0 と
するとき、Ａ＝（Ｗ／Ｗ0 ）×１００（％）である。
【００４９】
　次に、攪拌機と加熱装置を有する５００ｍＬ容量ビーカーからなる熱分解装置のビーカ
ー内に上で得た酸化チタンの顆粒５０ｇと約５ｍｍ角に破砕したポリエチレン樹脂５０ｇ
とを仕込み、攪拌しながら、４００℃に加熱し、上記ポリエチレン樹脂がすべて熱分解さ
れて、ガス化するまでの時間を測定したところ、９分であった。
【００５０】
実施例２
　実施例１で得られたチタン水酸化物のスラリーＡを１００℃で加熱、乾燥し、乾燥ゲル
とし、これを電気炉中にて５００℃で３時間焼成し、粉砕処理して、酸化チタン焼成物Ｄ
の粉砕物を得、この酸化チタン焼成物Ｄの粉砕物５０重量部と前記酸化チタン焼成物Ｃの
粉砕物５０重量部を混合した。
【００５１】
　この酸化チタン焼成物Ｄの粉砕物５０重量部と酸化チタン焼成物Ｃの粉砕物５０重量部
の混合物を実施例１におけると同様に処理し、得られた粒子を乾燥、焼成し、篩分けして
、粒径０．１～１．２ｍｍの顆粒を得た。
【００５２】
　このようにして得られた酸化チタンの顆粒は比表面積６２ｍ2／ｇ、細孔容積０．２８
ｍＬ／ｇ、タップ密度１．０６ｇ／ｍＬ、摩耗率は１．０％であった。
【００５３】
　この酸化チタンの顆粒を熱分解触媒として用いて、実施例１と同様にして、ポリエチレ
ン樹脂がすべて熱分解されて、ガス化するまでの時間を測定したところ、７分であった。
【００５４】
実施例３
　実施例１で得られた酸化チタンの顆粒に転動造粒機「マルメライザー」にて実施例１で
得られた酸化チタンＣの粉砕物と水で４倍希釈した前記ゾルＢを噴霧しながら、より球状
に整粒し、得られた粒子を実施例１におけると同様にして、粒径が０．１～１．２ｍｍの
範囲の顆粒を得た。この酸化チタンの顆粒は、比表面積５９ｍ2／ｇ、細孔容積０．１７
ｍＬ／ｇ、タップ密度１．１８ｇ／ｍＬ、摩耗率０．３％であった。
【００５５】
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　この酸化チタンの顆粒を熱分解触媒として用いて、実施例１と同様にして、ポリエチレ
ン樹脂がすべて熱分解されて、ガス化するまでの時間を測定したところ、８分であった。
【００５６】
実施例４
　実施例１で得たチタン酸化物のゾルＢとタングステン酸アンモニウムを混合した。この
混合物を１００℃に加熱、乾燥して、乾燥ゲルとし、これを電気炉中、５００℃で３時間
焼成して、チタン／タングステン複合酸化物（酸化チタン／酸化タングステン重量比９０
：１０）の焼成物を得た。
【００５７】
　このチタン／タングステン複合酸化物Ｅの焼成物を粉砕して、粉砕物を得た。この粉砕
物を（（株）ダルトン製高速攪拌造粒機ＳＰＧ－２５型を用いて、攪拌羽根２５０ｒｐｍ
、高速チョッパ３０００ｒｐｍの条件下、水で５倍希釈した前記ゾルＢを噴霧しながら造
粒して、チタン／タングステン複合酸化物顆粒を得た。
【００５８】
　次いで、この顆粒に球形整粒機「マルメライザー」にて上記チタン／タングステン複合
酸化物Ｅの焼成物の粉砕物と水で４倍希釈した前記ゾルＢを噴霧しながら、より球状に整
粒し、得られた顆粒を実施例１におけると同様にして、粒径が０．１～１．２ｍｍの顆粒
を得た。
【００５９】
　この顆粒の比表面積は６９ｍ2／ｇであり、細孔容積は０．２ｍＬ/ｇであり、タップ密
度は１．２０ｇ/ｍＬであり、摩耗率は０．５％であった。
【００６０】
　この顆粒を熱分解触媒として用いて、実施例１と同様にして、ポリエチレン樹脂がすべ
て熱分解されて、ガス化するまでの時間を測定したところ、５分であった。
【００６１】
比較例１
　実施例１と同様にして、粒径が１．２ｍｍ以上の酸化チタンの顆粒を得た。実施例１と
同様にして、上記酸化チタンの顆粒を熱分解触媒として用いて、ポリエチレン樹脂がすべ
て熱分解されて、ガス化するまでの時間を測定したところ、１６分であった。
【００６２】
比較例２
　実施例１と同様にして、粒径が０．１ｍｍ以下の酸化チタンの顆粒を得た。この酸化チ
タンの顆粒を熱分解触媒として用いて、実施例１と同様にして、ポリエチレン樹脂がすべ
て熱分解されて、ガス化するまでの時間を測定したところ、１０分であった。触媒性能の
試験の後、装置内に残留した顆粒は、重量が５０ｇから４０ｇに減少していた。
【００６３】
比較例３
　実施例１において得られた酸化チタン顆粒を篩分けして、粒径０．１ｍｍ以下の顆粒と
粒径０．１～０．５ｍｍの顆粒を調製し、前者２０重量％と後者８０重量％からなる酸化
チタン顆粒を調製した。
【００６４】
　別に、実施例３におけると同様にして、上記０．１～０．５ｍｍの酸化チタン顆粒の一
部を転動造粒機「マルメライザー」にて実施例１で得られた酸化チタンＣの粉砕物と水で
４倍希釈した前記ゾルＢを噴霧しながら、より球状に整粒し、得られた粒子を篩分けして
、粒径０．５～１．２ｍｍの顆粒４０重量％と粒径１．２～２．１８ｍｍの顆粒６０重量
％とからなる酸化チタン顆粒を得た。
【００６５】
　このように分級したそれぞれの酸化チタン顆粒を用いて、粒径０．１ｍｍ以下の顆粒が
２０重量％と、粒径０．１ｍｍ以上、１．２ｍｍ以下の顆粒５０重量％と、粒径１．２ｍ
ｍ以上、２．１８ｍｍ以下の顆粒３０重量％とからなる酸化チタン顆粒を調製した。この
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顆粒の比表面積は６２ｍ2／ｇであり、細孔容積は０．１６ｍＬ/ｇであり、タップ密度は
１．２０ｇ/ｍＬであった。
【００６６】
　この酸化チタンの顆粒を熱分解触媒として用いて、実施例１と同様にして、ポリエチレ
ン樹脂がすべて熱分解されて、ガス化するまでの時間を測定したところ、１５分であった
。この熱分解の後、装置内に残留している顆粒層を観察したところ、粒径の大きい顆粒が
層の上部に偏在しており、粒径の小さい顆粒から分離していることが確認された。
【００６７】
比較例４
　前記チタン水酸化物のスラリーＡを１００℃で加熱、乾燥し、電気炉中にて５００℃で
３時間焼成し、粉砕処理して、酸化チタンＤの粉砕物を得た。この酸化チタンＤの粉砕物
７０重量部と前記酸化チタンＣの粉砕物３０重量部を混合し、ガス分解効率の向上を目的
として、細孔容積を増加させるめに細孔付与剤として、上記酸化チタンＤの粉砕物と酸化
チタンＣの粉砕物の合計量１００重量部に対して、メラミン樹脂１５重量部を加えた。
【００６８】
　このような酸化チタンの粉砕物とメラミン樹脂の混合物を（（株）ダルトン製高速攪拌
造粒機ＳＰＧ－２５型を用いて、攪拌羽根２５０ｒｐｍ、高速チョッパ３０００ｒｐｍの
条件下、水で５倍希釈した前記ゾルＢを噴霧しながら造粒して、酸化チタン粒子を得た。
【００６９】
　この酸化チタン粒子を１００℃で３時間乾燥し、次いで、６００℃で焼成した後、目開
き１．１９ｍｍと０．１０４ｍｍの篩で篩分けして、粒径が０．1～１．２ｍｍの範囲に
ある顆粒を得た。この酸化チタン顆粒は比表面積６２ｍ2／ｇ、細孔容積０．３３ｍＬ／
ｇ、タップ密度１．０１ｇ／ｍＬ、摩耗率３．５％であった。
【００７０】
　この酸化チタン顆粒を熱分解触媒として用いて、実施例１と同様にして、ポリエチレン
樹脂がすべて熱分解されて、ガス化するまでの時間を測定したところ、１２分であった。
この触媒性能の試験の後、装置内に残留した顆粒は、重量が５０ｇから３８ｇに減少して
いた。
【００７１】
比較例５
　実施例３で得られた酸化チタン顆粒を水で４倍希釈した前記ゾルＢに浸漬し、乾燥した
後、再度、浸漬し、乾燥した後、電気炉中４５０℃で焼成し、前述したように篩分けして
、粒径が０．１～１．２ｍｍの顆粒を得た。得られた顆粒は比表面積６６ｍ2／ｇ、水銀
圧入法による細孔容積０．０８ｍＬ／ｇ、タップ密度１．１７ｇ／ｍＬ、磨耗率０．４％
であった。
【００７２】
　この酸化チタンの顆粒を熱分解触媒として用いて、実施例１と同様にして、ポリエチレ
ン樹脂がすべて熱分解されて、ガス化するまでの時間を測定したところ、１５分であった
。
【００７３】
比較例６
　実施例１において、アルミナの粉砕粉を（（株）ダルトン製高速攪拌造粒機ＳＰＧ－２
５型を用いて、攪拌羽根２５０ｒｐｍ、高速チョッパ３０００ｒｐｍの条件下、水で５倍
希釈したアルミナゾルを噴霧しながら造粒して、アルミナ粒子を得た。このアルミナ粒子
を１００℃で３時間乾燥し、次いで、６００℃で焼成し、目開き１．１９ｍｍと０．１０
４ｍｍの篩で篩分けして、粒径が０．1～１．２ｍｍの範囲にあるアルミナ顆粒を得た。
【００７４】
　このアルミナ顆粒を熱分解触媒として用いて、実施例１と同様にして、ポリエチレン樹
脂の熱分解を試みたが、ポリエチレン樹脂は全く分解しなかった。
【図面の簡単な説明】
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【００７５】
【図１】本発明による触媒の触媒活性を評価するための装置構成を示す一部断面図である
。
【図２】触媒の摩耗率を測定するための装置を示す図である。
【符号の説明】
【００７６】
１…反応容器
２…廃プラスチック片投入口
３…担体ガス
４…担体ガス管
５…熱分解触媒
６…廃プラスチック片
７…攪拌機
８…加熱装置
 
 

【図１】 【図２】
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